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一
、
は
じ
め
に

二
十
一
世
紀
は
、
バ
ー
ミ
ア
ン
遺
跡
の
大
仏
破
壊（１
）と
米

国
同
時
多
発
テ
ロ
（
２
）
以
降
の
「
世
界
地
図
は
イ
ス
ラ
ー
ム

抜
き
に
は
描
け
な
い
（
３
）
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
不
幸
に

も
、
戦
争
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
イ

ス
ラ
ム
教
へ
の
理
解
は
日
本
人
に
と
っ
て
も
重
要
な
も

の
と
な
ろ
う
。
だ
が
実
際
は
「
最
も
蔑
ろ
に
さ
れ
（
４
）」、
一

部
を
除
き
、そ
れ
は
日
本
人
の
「
視
野
の
外
側（５
）」
に
あ
る
。

他
方
、
国
内
の
モ
ス
ク
は
一
〇
〇
ヶ
所
以
上（６
）で
、「
外
国

人
労
働
者
」
と
し
て
来
日
し
、
永
住
す
る
イ
ス
ラ
ム
教

徒
は
増
加
す
る
一
方
で
あ
る
（
７
）。
私
た
ち
は
、
好
む
・
好

ま
な
い
に
拘
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
理
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
歴
史
の
転
換
期
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
本
研
究
は
、
ま
ず
日
本
人
が
イ

ス
ラ
ム
教
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
き
た
の
か
を
概
括

し
、
つ
ぎ
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
日
本
人
仏
教
徒
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
を
分
析
し
、
そ
し
て
日
本

の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
相
互
理
解
の
可
能
性

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
研
究
で
は
、
長
年
日
本
人
に
馴
染
ま
れ
て
き
た
「
イ

ス
ラ
ム
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
」
を
用
い
る
（
８
）。
但
し
本
論

中
に
お
け
る
引
用
で
は
著
者
に
従
い
「
囘
教
、
イ
ス
ラ
ー

ム
、
ム
ス
リ
ム
」
と
表
記
す
る
。『
コ
ー
ラ
ン
』
は
、
井

〔
個
人
研
究
〕

日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
―
相
互
理
解
を
目
指
し
て
―

南
部
千
代
里
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筒
俊
彦
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
第
六
七
刷
（
引
用

中
の
（　

）
は
井
筒
の
挿
入
）
を
使
用
す
る
。

二
、
日
本
の
仏
教
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
理
解

笠
間
旻
雄
が
、
日
本
に
は
「
囘
敎
に
つ
い
て
は
記
錄
ら

し
い
も
の
が
な
い
（
９
）」
と
断
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
「
伝
統
的
に
ほ
と
ん
ど
研
究
者
の
関
心
の
外
に
あ
り

続
け
た

A
C
B

」
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
日
本

人
と
し
て
、
仏
教
徒
と
し
て
の
強
い
自
覚
か
ら
、
数
少

な
い
な
が
ら
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た

「
記
録
」
を
本
章
で
は
紹
介
し
て
み
た
い
。

⑴
日
本
人
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
関
係

日
本
で
初
め
て
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
宗
教
の
存
在
を

紹
介
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
儒
学
者
新
井
白
石
（
本
名

新
井
君き

ん

美み
　

、
一
六
五
七
〜
一
七
二
五
）
で
あ
る
。
寶
永
五
年
、

白
石
自
ら
が
切
支
丹
屋
敷
を
訪
れ
、
阿
蘭
陀
人
宣
教
師

か
ら
聞
い
た
当
時
の
西
欧
に
関
す
る
研
究
書
が
『
西
洋

紀
聞
』
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
白
石
は
、
イ
ス
ラ
ム

教
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

按
ず
る
に
、
其
説
に
、
天
下
の
宗
と
す
る
所
の
教

法
三
つ
。
キ
リ
ス
テ
ヤ
ン
、
ヘ
イ
デ
ン
、
マ
ア
ゴ

メ
タ
ン
、
こ
れ
也
。
そ
の
マ
ア
ゴ
メ
タ
ン
は
、
モ

ゴ
ル
の
教
に
し
て
、
ア
フ
リ
カ
地
方
、
ト
ル
カ
も

ま
た
其
教
を
尊
信
す
と
い
ふ
。
お
も
ふ
に
、
こ
れ

漢
に
囘
囘
の
教
と
い
ふ
も
の
、
或
は
其
也

A
D
B

。

マ
ア
ゴ
メ
タ
ン
と
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
や
ヘ
イ
デ
ン
（
多

神
教
）
に
並
ぶ
世
界
三
大
宗
教
の
一
つ
で
、
ア
フ
リ
カ
や

ト
ル
コ
で
信
仰
さ
れ
、
中
国
で
は
囘
囘
教
と
呼
ぶ
、
モ

ゴ
ル
（
ペ
ル
シ
ア
）
の
教
で
は
な
い
か
と
思
う
、
と
言
う

の
で
あ
る
。
モ
ウ
ル
語
研
究
者
長
島
弘
は
、
イ
ス
ラ
ム

教
を
マ
ア
ゴ
メ
タ
ン
と
白
石
が
紹
介
し
た
の
が
「
日
本

に
お
い
て
最
初
で
あ
る

A
E
B

」
と
言
明
し
て
い
る
。

明
治
に
入
る
と
、
島
地
黙
雷
（
一
八
三
八
〜
一
九
一
一
）
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が
海
外
か
ら
持
参
し
た
ホ
ン
フ
レ
ー
・
プ
リ
ド
ウ

（
一
六
四
八
〜
一
七
二
四
）
の
『Life of M

ahom
et

』
を

林
董
（
一
八
五
〇
〜
一
九
一
三
）
が
翻
訳
し
、
赤
松
連
城

（
一
八
四
一
〜
一
九
一
九
）
が
筆
記
し
た
『
馬
哈
黙
伝
』（
嵩

山
堂
、
一
八
七
七
）
が
出
版
さ
れ
た

A
F
B

。
大
正
に
入
る
と
、

坂
本
蠡
舟（
生
年
不
明
〜
一
九
三
〇
）の『
コ
ー
ラ
ン
経
』（
日

本
で
最
初
の
『
コ
ー
ラ
ン
』
邦
訳
、
博
文
館
、
一
八
九
九
）、

忽
滑
谷
快
天（
一
八
六
七
〜
一
九
三
四
）の『
怪
傑
マ
ホ
メ
ッ

ト
』（
井
洌
堂
、
一
九
〇
五
）、
昭
和
に
入
る
と
、
鏡
島
寛

之
（
一
九
一
二
〜
一
九
四
五
）
の
『
回
敎
敎
理
』（
誠
文
堂
新

光
社
、
一
九
四
二
）、
大
川
周
明
（
一
八
八
六
〜
一
九
五
七
）

の
『
回
教
概
論
』（
慶
應
書
房
、
一
九
四
二
）
等
が
出
版
さ

れ
た
。
だ
が
戦
争
末
期
に
は
研
究
活
動
は
不
能
状
態
に

陥
り
、
敗
戦
と
と
も
に
「
壊
滅

A
G
B

」
す
る
。
本
研
究
で
は
、

鏡
島
を
取
上
げ
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
理
を
概
観
す
る
。

⑵
鏡
島
寛
之
『
回
敎
敎
理
』

鏡
島
寛
之
は
、
曹
洞
宗
泉
龍
寺
住
職
で
あ
っ
た
が
、
回

敎
圏
研
究
所
の
所
員
で
も
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦

で
二
度
召
集
さ
れ
、
昭
和
二
十
年
三
月
ボ
ル
ネ
オ
島
で

戦
死
、
享
年
三
十
二
歳
で
あ
っ
た
。

昭
和
十
七
年
、
回
敎
圏
研
究
所
の
所
長
大
久
保
幸
次
と

所
員
七
名
に
よ
っ
て
『
概
觀
回
敎
圏
』（
誠
文
堂
新
光
社
）

が
出
版
さ
れ
た
。
鏡
島
が
担
当
し
た
の
は
「
第
一
章　

回
敎
敎
理
」
で
、
八
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
概

括
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

１
．
回
敎
の
名
義　

回
敎
の
正
し
い
呼
名
は
「
イ
ス

ラ
ー
ム
」で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、神
に「
絶
對
歸
依
」

す
る
こ
と
と
「
平
和
た
る
べ
き
こ
と
」
で
あ
る

A
H
B

。

２
．
敎
祖
マ
ホ
メ
ッ
ト　

マ
ホ
メ
ッ
ト
は
、
四
十
歳
の

頃
「
天
啓
」
に
接
す
る
。
彼
は
こ
れ
こ
そ
が
「
衆
生

濟
度
」
で
あ
る
と
新
し
い
宗
敎
を
起
し
た
、
そ
の
経

緯
が
説
か
れ
る

A
I
B

。

３
．
經
典
コ
ー
ラ
ン　

マ
ホ
メ
ッ
ト
が
天
使
を
通
し
て

受
け
た
天
啓
と
、
彼
の
宗
敎
體
驗
が
説
か
れ
る

A
J
B

。

４
．
敎
學
、
宗
派
及
び
回
敎
法
學　

生
前
の
マ
ホ
メ
ッ

ト
の
言
行
は
死
後
収
錄
さ
れ
た
が
、
そ
の
解
釈
が
多
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數
に
の
ぼ
り
、
や
が
て
回
敎
法
學
の
發
達
に
よ
り
宗

派
が
誕
生
し
た
、
回
敎
史
が
説
か
れ
る

A
K
B

。

５
．
ア
ッ
ラ
ー
の
神
性　

ア
ッ
ラ
ー

A
L
B

は
、「
森
羅
萬
象

を
支
配
し
、
か
つ
一
切
衆
生
を
支
配
す
る
」
唯
一
無

二
の
超
絶
神
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る

A
M
B

。

６
．
信　

神
、
天
使
、
經
典
、
豫
言
者
、
來
世
、
天
命

の
六
信
が
説
か
れ
る

A
N
B

。

７
．
行　

信
仰
の
告
白
、
禮
拜
、
斷
食
、
喜
捨
、
巡
禮

の
五
行
が
説
か
れ
る

A
O
B

。

　

本
研
究
で
は
、
信
に
お
い
て
は
來
世
、
行
に
お
い

て
は
喜
捨
を
取
上
げ
る
。
來
世
で
は
、
救
濟
論
が
説

か
れ
る
。
人
間
は
死
後
「
復
活
」
を
待
つ
。
そ
の
日

「
最
後
の
審
判
を
受
け
て
、
善
人
は
淨
土
へ
導
か
れ
、

ま
た
惡
人
は
地
獄
へ
堕
さ
れ
る
」「
流
轉
明
暗
の
多

き
わ
れ
ら
一
切
衆
生
を
、
正
し
く
す
す
め
導
き
給
ふ

も
の
こ
そ
、
大
慈
大
悲
の
ア
ッ
ラ
ー
の
神
に
ほ
か
な

ら
ぬ

A
P
B

」。
喜
捨
で
は
、「
善
根
」
を
積
む
實
踐
が
説
か

れ
る

A
Q
B

。
た
と
え
ば
、
敎
徒
は
敎
団
に
「
布
施
」
す
る

こ
と
よ
り
積
む

A
R
B

の
で
あ
る
。

８
．
道
德
と
戒
律　

回
敎
道
徳
が
博
愛
で
あ
る
こ
と

と
、
戒
律
が
「
佛
敎
に
い
ふ
「
威
儀
即
佛
法
、
作
法

是
宗
旨
」」
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る

A
S
B

。

以
上
の
よ
う
に
、
西
欧
よ
り
移
入
さ
れ
「
歪
曲
さ
れ
て

ゐ
た
」
回
敎
を
、
日
本
人
に
正
し
く
伝
え
る
こ
と
を
目

的

A
T
B

と
し
た
鏡
島
の
『
回
敎
敎
理
』
は
、
当
時
に
お
い
て
、

そ
の
世
界
を
理
解
す
る
礎
石
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
が
仏
教
用
語

A
U
B

を
も
っ
て
説
い
た

点
に
関
し
て
「
不
適
正

A
V
B

」
で
あ
る
、
と
の
批
判
は
否
め

な
い
。
そ
れ
で
も
、
資
料
が
乏
し
い
上
に
戦
時
で
あ
っ

た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
の
仏
教
界
に
お
い

て
は
意
義
あ
る
研
究
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。

三
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
仏
教
理
解

世
界
中
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
現
在
約
十
八
億
人

A
W
B

で
あ

る
が
、
二
十
二
世
紀
に
は
世
界
人
口
の
約
35
％
と
高
ま

り
「
世
界
最
大
の
宗
教
勢
力
は
イ
ス
ラ
ム
教
に
な
る

A
X
B

」
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と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
目
前
に
迫
る
イ
ス

ラ
ム
教
徒
の
増
加
に
対
し
て
、
仏
教
徒
の
思
考
転
換
が

急
が
れ
る
。
よ
っ
て
本
章
で
は
、
実
際
に
中
東
で
生
活

し
た
大
島
直
政
、
中
東
現
代
史
学
者
加
賀
谷
寛
、
そ
し

て
比
較
文
明
学
者
保
坂
俊
司
の
論
文
を
取
上
げ
て
、
イ

ス
ラ
ム
教
徒
が
仏
教
と
そ
の
徒
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

て
い
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

⑴
大
島
直
政
『
イ
ス
ラ
ム
か
ら
の
発
想
』（
講
談
社
、
一
九
八
一
）

大
島
直
政
（
一
九
四
二
〜
一
九
九
五
）
は
、
ま
ず
中
東

で
は
、
仏
教
徒
の
よ
う
な
「
異
教
徒
と
理
解
し
合
お
う

と
い
う
思
想
は
な
い

A
Y
B

」
と
い
う
こ
と
を
心
得
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
仏
教
徒
は
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
よ

り
ず
っ
と
信
用
が
低
い

A
Z
B

」
た
め
、「
対
等
の
人
間
と
思
っ

て
い
な
い

A
[
B

」
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
日
本
人
は
、
仏

教
的
寛
容
の
精
神
か
ら
「
話
せ
ば
分
か
る
」
と
思
い
が

ち
だ
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
世
界
で
は
「
話
せ
ば
分
か
る
主

義
」
は
通
用
し
な
い
と
言
う
。「
思
考
方
法
が
異
な
っ
て

い
る

A
\
B

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
島
は
、
読
者
に
二
者

間
の
「
精
神
構
造
の
差

A
]
B

」
を
理
解
し
易
く
す
る
た
め
、「
ペ

ル
シ
ア
版
お
と
ぎ
話
ウ
サ
ギ
と
カ
メ
」
を
紹
介
し
て
い

る
。

ウ
サ
ギ
が
カ
メ
と
競
争
し
て
負
け
る
、
ペ
ル
シ
ア

で
は
ウ
サ
ギ
が
油
断
し
て
眠
っ
た
か
ら
カ
メ
に
負

け
た
の
で
は
な
い
。
な
ん
と
、
カ
メ
は
ウ
リ
二
つ

の
兄
弟
を
先
に
ゴ
ー
ル
で
待
た
せ
て
お
い
て
、
ウ

サ
ギ
を
恐
れ
い
ら
せ
る
の
で
あ
る

A
^
B

。

日
本
人
の
倫
理
観
か
ら
す
る
と
カ
メ
の
悪
知
恵
で
あ

る
が
、
中
東
で
は
「
昔
か
ら
子
供
た
ち
は
こ
れ
を
カ
メ

の
「
知
恵
」
と
聞
か
さ
れ
て
育
つ

A
_
B

」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
を
自
分
た
ち
の
宗
教
よ
り
低
級
な

宗
教
と
考
え
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
、
話
せ
ば
分
か

る
と
思
う
日
本
人
と
の
相
互
理
解
は
、「
当
分
の
間
は
、

我
々
の
方
だ
け
「
認
識
」
が
要
求
さ
れ
る
だ
ろ
う

A
`
B

」、
と

い
う
の
が
大
島
の
思
惟
で
あ
る
。
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⑵
加
賀
谷
寛
『
イ
ス
ラ
ム
思
想
』（
大
阪
書
籍
、
一
九
八
六
）

加
賀
谷
寛
（
一
九
三
〇
〜
二
〇
一
九
）
は
、
ま
ず
、
日
本

人
は
海
外
旅
行
で
気
楽
に
自
分
は
無
神
論
と
申
告
す
る

が
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
上
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
神
を

信
じ
な
い
も
の
は
お
よ
そ
人
間
で
は
な
い
」
と
見
做
す

の
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
仏
教
徒
と
言
っ
て
お
い

た
方
が
「
無
難

A
a
B

」
で
あ
る
と
忠
告
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
「
仏
陀
は
「
預
言
者
」
に
準
ず
る
存
在
と
彼
ら
は
考

え
る

A
b
B

」
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
加
賀
谷
は
、
中
東
に
医
療
に
赴
い
た
日
本
人
医

師
が
、
現
地
の
子
供
の
病
気
を
治
療
し
た
と
こ
ろ
、
そ

の
親
は
医
師
に
向
か
っ
て
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
る
こ
と

な
く
、
神
に
感
謝
を
捧
げ
た
の
で
、
そ
の
医
師
に
は
理

解
で
き
な
か
っ
た

A
c
B

と
い
う
出
来
事
を
紹
介
し
て
、
こ
の

よ
う
な
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
は
「
中
東
で
は
常
に
起

こ
り
う
る

A
d
B

」
こ
と
を
、
私
た
ち
は
心
得
て
い
た
ほ
う
が

よ
い
と
提
言
し
て
い
る
。
日
本
人
は
、
我
が
子
が
病
か

ら
回
復
し
た
と
き
素
直
に
医
師
に
感
謝
す
る
が
、
イ
ス

ラ
ム
教
の
「
原
則

A
e
B

」
で
は
「
感
謝
は
人
に
対
し
て
で
は

な
く
神
に
対
し
て
の
み
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

A
f
B

」
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
の
善
意
に
恩
を
感
じ
る
日
本
人
仏
教

徒
と
、
人
間
が
恩
を
感
じ
る
の
は
ア
ッ
ラ
ー
だ
け
で
あ

る

A
g
B

と
主
張
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
は
、
発
想
の
原
点
が

相
違
す
る
た
め
、
二
者
間
に
お
け
る
相
互
理
解
に
は
困

難
を
伴
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
加
賀
谷
の
思
惟
で

あ
る
。　

⑶
保
坂
俊
司
『
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
日
本
の

対
話
』（
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
四
）

保
坂
俊
司
（
一
九
五
六
〜
）
は
、
自
分
は
「
反
イ
ス
ラ

ム
思
想
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

A
h
B

」

と
断
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

イ
ス
ラ
ム
教
の
拡
大
と
い
う
事
実
を
、
日
本
人
が

本
当
の
意
味
で
理
解
す
る
に
は
『
伊
勢
神
宮
が
モ

ス
ク
に
な
る
日
』
と
い
う
様
な
具
体
的
な
現
象
を

想
定
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
い
。〔
中
略
〕「
伊
勢
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神
宮
が
モ
ス
ク
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
決
し

て
絵
空
事
で
な
い
。
実
際
に
起
こ
り
う
る
事
実
と

し
て
十
分
予
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
数
百
年
あ
る
い
は
千
年
後
の
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
時
代
の
来
る
可

能
性
は
、
歴
史
的
に
見
て
決
し
て
小
さ
く
な
い

A
i
B

。

保
坂
は
、「
非
イ
ス
ラ
ム
地
域
で
起
こ
っ
た
、
あ
る
い

は
起
こ
っ
て
い
る
問
題
は
、
今
後
日
本
社
会
に
お
い
て

も
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
A
j
B

」
た
め
、
日
本
人

の
意
識
改
革
の
必
要
性
を
、
極
端
で
は
あ
る
が
、
上
述

の
よ
う
な
表
現
を
も
っ
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
保
坂
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
世
界
観
が
「
ダ
ー

ル
・
ア
ル
イ
ス
ラ
ム
（
平
和
の
家
：
イ
ス
ラ
ム
教
支
配
地
域
）」

と
「
ダ
ー
ル
・
ア
ル
ハ
ル
ブ
（
戦
争
の
家
：
異
教
徒
支
配
地

域
）」
と
の
二
分
法

A
k
B

で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ

の
意
図
は
、
仏
教
文
化
圏
で
あ
る
日
本
で
は
「
イ
ス
ラ

ム
と
非
イ
ス
ラ
ム
の
も
め
ご
と
は
、
文
化
・
宗
教
の
差

異
に
よ
る
対
立
と
い
う
形
で
ひ
き
お
こ
さ
れ
る

A
l
B

」
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
日
本
の
イ
ス
ラ
ム
関
係
史
上
決
し

て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

A
m
B

」、
一
九
九
一
年
に
起
き
た

筑
波
大
学
准
教
授
五
十
嵐
一
殺
人
事
件

A
n
B

で
あ
る
。
こ
の

悲
劇
を
繰
返
さ
な
い
た
め
に
は
、
日
本
人
は
「
ム
ス
リ

ム
の
生
活
儀
礼

A
o
B

の
最
低
の
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る

A
p
B

」
と
力
説
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
、
非
イ
ス
ラ
ム
教
文

化
圏
に
属
す
日
本
を
「
戦
争
の
家
」
と
見
做
す
限
り
、「
良

き
相
互
理
解
の
た
め
の
関
係
性
の
構
築

A
q
B

」
は
困
難
で
あ

ろ
う
、
と
い
う
の
が
保
坂
の
思
惟
で
あ
る
。

⑷
限
定
さ
れ
た
平
和

大
島
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
仏
教
を
「
自
分
た
ち
の
宗
教

よ
り
低
級
な
宗
教
」
と
考
え
て
い
る
、
加
賀
谷
が
イ
ス

ラ
ム
教
は
「
仏
陀
は
「
預
言
者
」
に
準
ず
る
存
在
」
と

位
置
づ
け
て
い
る
、
保
坂
が
イ
ス
ラ
ム
教
は
日
本
を
「
戦

争
の
家
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
た
よ
う
に
、

彼
ら
の
宗
教
／
世
界
観
が
救
済
を
「
一
つ
の
特
定
の
伝

統
に
限
定
す
る

A
r
B

」、
つ
ま
り
自
宗
教
以
外
の
宗
教
は
す
べ



— 138 —

て
虚
偽
で
あ
る
と
考
え
る
宗
教
排
他
主
義
で
あ
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
異
宗
教
で
あ
る
仏
教
を
「
排

除
」、
そ
の
徒
を
「
救
い
の
領
域
か
ら
は
ず
す

A
s
B

」。
ゆ
え

に
彼
ら
に
は
、
仏
教
徒
と
「
理
解
し
合
お
う
と
い
う
思

想
が
な
い
」（
大
島
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
名

の
論
考
か
ら
、
前
章
に
て
鏡
島
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
意
味

を
「
平
和
」
と
解
釈
し
た
「s

サ
ラ
ー
ム

alaam

」
は
、
限
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
互
理
解
の
可
能
性

日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
の
相
互
理
解
は
可
能

で
あ
ろ
う
か
。
前
章
の
研
究
者
三
名
は
、
イ
ス
ラ
ム
教

の
仏
教
理
解
を
解
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
時
点
に

お
い
て
の
二
者
間
の
相
互
理
解
は
、
一
部
を
除
い
て
、

宗
教
／
世
界
観
の
相
違
か
ら
困
難
で
あ
ろ
う
、
と
の
根

拠
を
明
示
し
た
。
だ
が
視
点
を
変
え
て
、
鏡
島
も
イ
ス

ラ
ム
教
の
神
を
「
慈
悲
」
と
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ

れ
を
仏
教
と
同
じ
救
済
宗
教
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
相
互

理
解
へ
の
糸
口
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

問
題
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
日
本
で
最
初
に
イ

ス
ラ
ム
教
の
聖
典
『
コ
ー
ラ
ン
』
を
邦
訳
し
た
の
は
坂

本
蠡
舟
で
あ
る
が
、な
ぜ
彼
は
ア
ッ
ラ
ー
を
「
大
慈
悲
神
」

と
訳
し
た
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、

「
坂
本
自
身
な
に
も
記
述
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」た
め「
手

が
か
り
が
え
ら
れ
な
い

A
t
B

」。
よ
っ
て
本
章
に
お
い
て
は
、

こ
の
「
慈
悲
（rahm

a

）

A
u
B

」
が
、
仏
教
が
語
る
「
慈
悲
（
慈

し
みm

aitr¥ 

と
憐
れ
みkaru∫å A

v
B

）」
と
同
意
で
あ
る
の
か

検
証
し
つ
つ
、
主
題
で
あ
る
二
者
間
に
お
け
る
相
互
理

解
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

⑴
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
救
済
―
予
定
説
（『
コ
ー
ラ
ン
』
第
六
章

一
二
五
節

A
w
B

）

聖
典
『
コ
ー
ラ
ン
』
に
従
う
と
、
神
は
「
慈
悲

A
x
B

」
で

あ
る
が
、
同
時
に
「
恐
ろ
し
い
復
讐
の
神

A
y
B

」
で
も
あ
る
。

復
活

A
z
B

後
、
最
後
の
審
判

A
{
B

を
受
け
て
、
善
人
は
「
い
と
心

持
ち
よ
い
」
楽
園
へ
、
悪
人
は
「
炎
々
と
燃
え
さ
か
る
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火
の
穴
」
地
獄
へ
堕
さ
れ
る

A
|
B

。
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
各
人

の
生
前
の
所
業
が
死
後
「
秤

A
}
B

」
で
計
ら
れ
、
善
人
は
現

世
で
報
わ
れ
な
い
場
合
は
来
世
で
報
わ
れ
、
悪
人
は
こ

の
世
で
裁
か
れ
な
い
場
合
に
は
死
後
に
裁
か
れ
る
、
厳

正
な
る
因
果
応
報
の
教
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

神
は
、
悪
人
を
罰
す
る
「
義
の
神
」
で
も
あ
る
。
神
は
、

善
に
は
善
を
も
っ
て
、
悪
に
は
悪
を
も
っ
て
報
い
る
、

そ
こ
に
神
の
創
造
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

イ
ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
救
済
は
、
人
間
が
立
て
る
神
へ

の
義
が「
条
件
」で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
悪
人
（
不
義
者

A
~
B

）
は
、
如
何
な
る
条
件
を
も
っ

て
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
小
田

淑
子
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
た
と
え
ば
殺
人
を
犯
し

た
場
合
、
悪
人
は
、
彼
／
彼
女
が
所
有
す
る
「
奴
隷
を

一
人
解
放
し
、
被
害
者
の
家
族
に
代
償
金
を
払
う
こ
と

で
償
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
資
力
の
な
い

者
は
、
神
に
罪
の
赦
し
を
こ
い
、
二
ヶ
月
間
断
食
を
す

る
こ
と
で
償
う
よ
う
定
め

A
C
B

ら
れ
て
い
る

A
D
B

」
と
説
明
し
て

い
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
金
銭
や
断
食
で
大
罪
が
償
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、『
コ
ー
ラ
ン
』に「
ア
ッ
ラ
ー

は
、
御
自
分
が
他
の
（
偶
像
）
と
一
緒
に
な
ら
べ
ら
れ
た

ら
絶
対
に
、
お
赦
し
に
は
な
ら
な
い

A
E
B

」「
ア
ッ
ラ
ー
を
措

い
て
他
の
何
者
を
も
拝
ん
で
は
な
ら
ぬ

A
F
B

」「
多
神
教
徒
は
、

ま
っ
た
く
汚
れ
そ
の
も
の

A
G
B

」で
あ
る
か
ら「
見
つ
け
次
第
、

殺
し
て
し
ま
う
が
よ
い

A
H
B

」
と
あ
る
よ
う
に
、
神
が
絶
対

に
赦
さ
な
い
「
悪

A
I
B

」
は
、殺
人
な
ど
で
は
な
く

A
J
B

、ア
ッ
ラ
ー

以
外
の
神
・
神
々
や
偶
像
を
拝
す
る
「
行
為

A
K
B

」
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
殺
人
は
重
罪
で
あ
る
が
、
ア
ッ

ラ
ー
を
唯
一
神
と
信
じ
る
限
り
、
そ
の
人
は
、
悪
人
で

は
あ
る
が
神
が
最
も
忌
み
嫌
う
「
邪
教
徒

A
L
B

」
で
は
な
い

の
で
、『
コ
ー
ラ
ン
』
に
定
め
ら
れ
た

A
M
B

通
り
に
罪
を
償
う

な
ら
ば
、
最
後
の
審
判
に
お
け
る
「
最
大
の
罰

A
N
B

」
は
「
赦

さ
れ
る

A
O
B

」
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
水
谷
周
が
、
罪
は
償
う
な
ら
ば
赦
さ
れ
る

と
し
て
も
、
神
か
ら
「
ど
の
程
度
の
お
赦
し
が
出
る
か
、

そ
の
罰
の
段
階
が
問
題
で
あ
る

A
P
B

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、最
後
の
審
判
に
お
け
る
「
赦
し
の
程
度
、罰
の
段
階
」

は
、
全
知
全
能
で
あ
る
神

A
Q
B

の
「
意
志

A
R
B

」
と
し
て
予
め
定
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め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
「
予
定
説

A
S
B

」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
創
造
神
ア
ッ
ラ
ー
の
被
造
物

で
あ
る
人
間
に
は
「
自
力
」
に
よ
る
救
済
は
「
不
可
能

A
T
B

」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、一
人
残
ら
ず
復
活
す
る

A
U
B

人
間
は
、「
審

き
の
日
の
王

A
V
B

」
で
あ
る
神
の
「
慈
悲
」、
す
な
わ
ち
「
お

情

A
W
B

」
に
「
す
が
る
」
よ
り
外
に
救
わ
れ
る
道
は
な
い

A
X
B

の

で
あ
る
。

⑵
日
本
の
仏
教
に
お
け
る
救
済
―
悪
人
正
機
説

仏
教
で
は
、「
慈
悲
」
と
は
「
衆
生
を
饒
益
し
安
楽
せ

し
め
た
ま
ふ

A
Y
B

」、
つ
ま
り
人
々
を
憐
れ
み
、
そ
の
「
苦
」

を
取
り
除
き
「
楽
」
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た

と
え
ば
、
医
師
が
病
人
の
苦
を
取
り
除
き
楽
に
し
て
や

る
「
医
道
も
慈
悲
の
行

A
Z
B

」
と
仏
教
は
考
え
て
き
た
。
そ

の
た
め
、
金
子
大
栄
は
「
慈
悲
は
人
間
の
理
想
で
あ
る

A
[
B

」

と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
中
村
元
は
、
仏
教
で
い
う
「
慈

悲
」
に
よ
る
救
済
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
が
慈
悲
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
極

め
て
困
難
な
課
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
実

践
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
極
め
て
微
々
た
る
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
理
想
と
現
実
と
の
隔
り
を
、
痛
切

に
反
省
し
た
の
は
、
特
に
親
鸞
で
あ
っ
た
。
彼
は
自

分
を
省
み
て
「
小
慈
小
悲
も
な
き
身
」
で
あ
る
と
の

悲
歎
述
懐
を
も
ら
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
慈
悲
の
完

全
な
具
現
者
は
仏
で
あ
る
。
仏
は
大
慈
悲
そ
の
も
の

で
あ
る
。
仏
は
悪
人
を
罰
す
る
と
い
う
こ
と
が
無
い
。

神
は
罰
を
下
す
け
れ
ど
も
、
仏
が
罰
を
下
す
と
い
う

こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
仏
の
大
慈
悲
は
、
悪
人
を

ま
す
ま
す
あ
わ
れ
む
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
悪
人
が

救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
に
お
い
て
の
み
可

能
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
成
立
す
る

A
\
B

。

神
は
悪
人
に
罰
を
下
す
け
れ
ど
も
、
仏
の
大
慈
悲
は

悪
人
を
ま
す
ま
す
憐
れ
む
、
だ
か
ら
親
鸞
（
一
一
七
三
〜

一
二
六
三
）
の
悪
人
正
機
説
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と

ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」（『
歎
異
抄
』
第
三
条

A
]
B

）
が
可
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能
と
な
る

A
^
B

、
と
中
村
は
言
う
の
で
あ
る
。

悪
人
正
機
説
と
は
、「
悪
人
で
あ
る
こ
と
を
称
賛
す
る

の
で
は
な
く
て
、
悪
人
の
自
覚
の
も
と
に
救
わ
れ
て
、

み
仏
の
力
に
よ
り
お
の
ず
か
ら
善
に
転
ず
る
こ
と
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ

A
_
B

」
と
い
う
、「
他
力
」
に
よ
る
救
済
思
想

で
あ
る
。
こ
の
時
の
悪
人
と
は
、
学
問
と
修
行
に
耐
え

る
意
志
を
持
ち
得
て
い
な
い
僧
と
、
殺
生
の
武
士
や
漁
・

猟
師
た
ち
、
布
施
行
が
な
せ
な
い
貧
民
を
指
す
が
、
親

鸞
は
、
こ
れ
ら
の
悪
人
、
す
な
わ
ち
「
罪
悪
深
重
、
煩

悩
熾
盛

A
`
B

」
の
衆
生
と
し
て
の
自
覚
を
、「
悪
性
さ
ら
に
や

め
が
た
し
、
こ
ゝ
ろ
は
蛇
蝎
の
ご
と
く
な
り
」（「
愚
禿
悲

嘆
述
壊
」）
と
表
し
て
い
る

A
a
B

。

悪
人
を
た
だ
憎
ん
で
処
罰
す
る
と
い
う
だ
け
な
ら
、
そ

れ
は
単
な
る
「
復
讎

A
b
B

」
に
す
ぎ
な
い
が
、「
煩
悩
具
足
の

身

A
c
B

」
を
、「
摂
取
不
捨

A
d
B

」
の
「
弥
陀

A
e
B

は
た
だ
汝
の
た
め
に

我
は
粉
骨
砕
身
せ
り
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
迎
え
ら
れ
る

A
f
B

」

の
で
あ
る
。
も
し
、
救
済
に
差
別
（
赦
し
の
程
度
や
罰
の

段
階
）
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
慈
悲
」
は
絶
対
で
あ
る

と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
親
鸞
が
『
顕

浄
土
真
宗
教
行
証
文
類
』に
て
、悪
人
に
と
っ
て
仏
の「
慈

悲
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
譬
え
て
、「
父
母
の
心
平

等
な
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
し
か
る
に
病
子
に
お

い
て
心
則
ち
偏
へ
に
重
き
が
ご
と
し

A
g
B

」
と
説
い
て
い
る

よ
う
に
、
そ
れ
は
「
子
に
対
す
る
親
の
愛
情
の
純
粋
化

し
て
考
え
ら
れ
た

A
h
B

」
無
償
の
愛
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

日
本
の
仏
教
に
お
け
る
救
済
は
、「
老
少
善
悪
の
ひ
と
を

え
ら
ば
れ
ず

A
i
B

」、
す
な
わ
ち
「
無
条
件
」
で
あ
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

仏
教
で
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性

A
j
B

」、
仏
は
仏
性
に
基

づ
き
「
あ
ら
ゆ
る
人
間

A
k
B

」
に
「
慈
悲
」
を
注
ぐ
と
説
く
。

人
間
や
動
物
ば
か
り
で
な
く
草
木
国
土
の
類

A
l
B

に
お
い
て

も
、
生
命
あ
る
も
の
す
べ
て
に
「
慈
悲
」
を
注
ぐ
の
で

あ
る
。

⑶
日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
「
慈
悲
」
の
相
違

仏
の
「
慈
悲
」
は
「
無
償
に
終
始

A
m
B

」
す
る
が
、
こ
れ
に

対
し
『
コ
ー
ラ
ン
』
に
は
、「
お
前
た
ち
、も
し
ア
ッ
ラ
ー

を
愛
し
て
お
る
な
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
も
お
前
た
ち
を
愛
す
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る

A
n
B

」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ

ム
教
の
相
違
は
、
人
間
中
心
か
神
中
心
か
の
点
に
あ
る
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
は
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
心
の

中
の
「
苦
」
に
多
種
多
彩
に
対
応
す
る
仏
側
の
救
済
態

度
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
「
行
為
」、

す
な
わ
ち
神
へ
の
人
間
側
の
信
仰
態
度
を
表
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
二
者
が
説
く
と
こ
ろ
の
「
慈

悲
」
は
同
一
視
で
き
な
い
。
本
来
仏
教
用
語

A
o
B

で
あ
り
「
利

他
の
愛
」
で
あ
る
「
慈
悲
」
を
、「
復
讐
の
神

A
p
B

」「
恨
む
神

A
q
B

」、

人
び
と
に
「
懼
れ
ら
れ
る

A
r
B

」
神
に
当
て
る
の
は
、
適
正

で
あ
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑷
相
互
理
解
の
可
能
性

イ
ス
ラ
ム
教
は
、
神
の
義
と
復
活
と
い
う
問
題
を
通
し

て
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
日
本
の
仏
教
と
同
じ
「
他

力
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
言
え
る
。
し
か
し
、
二
者
に

お
い
て
最
も
重
要
で
あ
る
救
済
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た

く
相
違
す
る
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
救
済
を
、

人
間
が
立
て
る
神
へ
の
義
を
「
条
件
」
と
す
る
イ
ス
ラ

ム
教
と
、
無
力
な
人
間
を
「
無
条
件
」
で
救
済
す
る
日

本
の
仏
教
と
で
は
、
そ
の
「
構
造
」
に
相
違
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、神
が
「
義
」
で
あ
る
ゆ
え
で
あ
る
。

そ
れ
が
た
め
、
親
鸞
が
考
え
る
よ
う
な
、
悪
人
を
悪
人

の
ま
ま
で
救
済
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
悪
人
は
罪
を

償
う
必
要
が
あ
る
、
と
イ
ス
ラ
ム
教
は
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。

創
造
神
と
い
う
概
念
が
な
い
日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ

ム
教
と
の
根
本
的
な
相
違
は
、「
慈
悲
」
と
「
悪
」
と
の

比
較
で
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
日
本
の
仏
教
と
イ
ス

ラ
ム
教
の
救
済
構
造
の
相
違
を
も
っ
て
よ
り
鮮
明
に
な

る
。
そ
し
て
、
僧
侶
で
あ
る
親
鸞
の
宗
教
思
想
は
、
神

と
人
間
を
仲
裁
す
る
「
聖
職
者

A
s
B

」
が
い
な
い
イ
ス
ラ
ム

教
で
は
、
異
質
の
思
想
ゆ
え
に
、
一
部
を
除
き
、
理
解

し
難
い
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
日
本
の
仏
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
の
相
互

理
解
の
可
能
性
は
、
非
常
に
困
難
と
言
え
る
。
し
か
し
、

実
際
の
私
た
ち
は
、
約
四
〇
〇
年
前
キ
リ
ス
ト
教
伝
播

を
受
け
入
れ
た
と
同
様
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
受
け
入
る
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側
に
立
と
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、氣
多
雅
子
が
、

「
世
界
観
の
異
な
る
者
た
ち
が
同
じ
地
域
に
住
む
こ
と
は

容
易
で
は
な
く
、
衝
突
が
表
立
っ
て
起
こ
っ
た
と
き
に

は
生
死
を
賭
け
た
戦
い
に
な
る
可
能
性
が
高
い

A
t
B

」
と
警

告
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
如
何
に
正
し
く

受
け
入
れ
る
か
、
と
い
う
学
習
が
不
可
欠
と
な
る

A
u
B

。
つ

ま
り
、
日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
の
相
違
を
学
ぶ

こ
と
を
、
緊
急
課
題
と
し
て
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

現
在
の
日
本
社
会
が
か
か
え
る
直
近
の
課
題
と
し
て

は
、
イ
ス
ラ
ム
教
へ
の
「
開
国
」
期
に
当
た
る

A
v
B

と
言
わ

れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
を
、
最
終
異
宗
教
と
し
て
日
本

社
会
が
受
け
入
れ
る
か
否
か
で
あ
り
、
今
後
の
日
本
社

会
の
方
向
性
を
規
定
す
る
課
題
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、

本
研
究
で
は
第
一
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
は
「
ど
の
よ
う

な
宗
教
で
あ
る
の
か
」
を
鏡
島
の
『
回
敎
敎
理
』
か
ら

概
括
し
、
つ
ぎ
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
仏
教
徒
を
「
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
」
を
、
大
島
・
加
賀
谷
・

保
坂
の
論
文
か
ら
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
状
で
は
、

日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
の
相
互
理
解
は
、
一
部
を

除
き
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
宗
教
間
対
話

A
w
B

に
よ
り
、
異
宗
教
間
の
対
立
を

回
避
し
平
和
的
共
存

A
x
B

を
目
指
す
こ
と
で
、
独
善
／
排
他

的
態
度
を
と
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
本
研
究
で
は
、
日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム

教
の
共
通
の
立
場
と
し
て
、
両
者
が
「
慈
悲
」
を
説
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
救
済
」
に
焦
点
を
お
き
、
日
本
の

仏
教
に
お
い
て
は
親
鸞
の
「
悪
人
正
機
説
」、
イ
ス
ラ
ム

教
に
お
い
て
は
「
予
定
説
」
を
も
っ
て
比
較
を
試
み
た
。

そ
の
結
果
、「
悪
」
の
理
解
に
つ
い
て
比
較
考
察
す
る
な

ら
ば
、
両
者
は
、
救
済
の
「
目
的
」
に
お
い
て
は
相
似

す
る
が
、「
構
造
」
に
お
い
て
は
相
違
し
て
い
る
こ
と
が

顕
著
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム

教
の
「
慈
悲
」
は
、
同
字
で
も
本
意
は
異
な
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
を
考
察
す
る
と
、
永
尾
教
昭
が
「
異
宗
教
を
受

け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
国
の
文
明
が
壊
れ
て
し

ま
う
可
能
性
も
は
ら
ん
で
い
る

A
y
B

」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て

い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
日
本
の
仏
教
徒
は
、
イ
ス
ラ
ム

教
と
の
相
違
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
学
習
が
不
可

欠
と
な
る

A
z
B

。
つ
ま
り
、
宗
教
／
世
界
観
が
異
な
る
日
本

の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
が
、
現
代
の
日
本
社
会
で
平
和

的
に
共
存
し
て
い
く
た
め
に
は
、
救
済
宗
教
と
し
て
両

者
が
も
つ
普
遍
性
と
固
有
の
歴
史
や
正
典
、儀
礼
、信
条
、

文
化
な
ど
を
尊
重
し
合
え
る
、
相
互
の
深
い
認
識
が
最

も
重
要
で
あ
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

註
（
１
）
高
木
徹
は
、
バ
ー
ミ
ア
ン
の
大
仏
破
壊
に
は
「〝
非
イ
ス
ラ
ム

文
明
の
思
い
上
が
り
〟
を
ぶ
ち
壊
す
、
と
い
う
象
徴
的
な
意
味

が
こ
め
ら
れ
て
い
た
」
と
報
じ
て
い
る
。
高
木
徹
『
大
仏
破
壊

　

バ
ー
ミ
ア
ン
遺
跡
は
な
ぜ
破
壊
さ
れ
た
の
か
』
文
藝
春
秋
、

二
〇
〇
四
、三
二
四
頁
。

（
２
）
小
杉
泰
「
九
・
一
一
事
件
が
世
界
に
与
え
た
影
響
」『
９
・
11
以
後

の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
』
岩
波
書
店
、
二
八
―
三
二
頁
。

（
３
）
板
垣
雄
三
『
イ
ス
ラ
ー
ム
誤
認
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
、
ix
頁

（
４
）
黒
田
壽
郎
「
序
に
か
え
て　

異
文
化
の
対
話
の
試
み
」
東
隆
眞
『
日

本
の
仏
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
二
、
ii
頁
。

（
５
）
板
垣
雄
三
、
前
掲
書
、
二
五
一
頁
。

（
６
）
保
坂
俊
司
『「
格
差
拡
大
」
と
イ
ス
ラ
ム
教
』
プ
レ
ジ
デ
ト
社
、

二
〇
一
五
、五
頁
。

（
７
）
中
田
考
「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
共
存
を
妨
げ
る
者
―
カ
リ
フ
制
、

「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
家
」
の
再
興
に
よ
る
共
存
の
実
現
を
目
指
し
て
」

森
孝
一
編
『
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
共
存
で

き
る
か
―
一
神
教
世
界
の
現
在
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八
、二
一
八

頁
。

（
８
）
イ
ス
ラ
ム
教
研
究
者
東
長
は
、「
イ
ス
ラ
ム
」
は
日
本
人
が
西
欧
か

ら
輸
入
し
た
も
の
で
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
で
あ

り
、「
イ
ス
ラ
ム
教
」
の
「
教
」
も
政
教
一
致
が
イ
ス
ラ
ー
ム
で

あ
る
た
め
、
自
分
は
「
イ
ス
ラ
ム
教
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
避
け
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
日
本
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
と
呼
ぶ
こ
と
で
こ
れ
ら
に
長
年
馴
染
ん
で
き

た
経
緯
か
ら
、
本
研
究
は
イ
ス
ラ
ム
教
を
用
い
る
。
東
長
靖
『
イ

ス
ラ
ー
ム
の
捉
え
方
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
、六
―
九
頁
。

（
９
）
笠
間
旻
雄
『
囘
敎
徒
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
、一
一
一
頁
。

（
10
）
黒
田
壽
郎
、
前
掲
書
、
ii
頁
。

（
11
） 

新
井
白
石
、
校
訂
者
村
岡
典
繼
『
西
洋
紀
聞
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
九
、四
七
頁
。

（
12
）
長
島
弘
「『
訳
詞
長
短
話
』
の
モ
ウ
ル
語
に
つ
い
て
―
近
世
日
本
に

お
け
る
イ
ン
ド
認
識
の
一
側
面
―
」『
長
崎
県
立
国
際
経
済
大
学

論
集
』
第
19
巻
第
４
号
、
長
崎
県
立
国
際
経
済
大
学
学
術
研
究
会
、
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一
九
八
六
、一
六
一
頁
。

（
13
）
国
会
図
書
館
、デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
書
誌ID

:0000004610154

．

（
14
）
板
垣
雄
三
、
前
掲
書
、
二
七
二
頁
。

（
15
）
鏡
島
寛
之
『
回
敎
敎
理
』、
回
敎
圏
研
究
所
編
『
概
顴
回
教
圏
』
誠

文
堂
新
光
社
、
一
九
四
二
、一
二
頁
。

（
16
）
同
上
書
、
一
三
頁
。

（
17
）
同
上
書
、
一
八
頁
。

（
18
）
同
上
書
、
二
二
頁
。

（
19
）A

llåh

は
、
神
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
で
固
有
名
詞
で
は
な
い
。

島
田
裕
巳
『
人
は
死
ん
だ
ら
ど
こ
に
行
く
の
か
』
青
春
出
版
社
、

二
〇
一
七
、一
二
七
頁
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
生
き
た
「
当
時
の
ア
ラ

ビ
ア
人
は
何
で
も
自
分
の
眼
で
視
て
か
ら
で
な
く
て
は
信
用
し
な

か
っ
た
。
彼
ら
に
向
か
っ
て
抽
象
的
に
神
の
存
在
や
、
神
の
偉
大

さ
を
説
い
て
見
た
と
こ
ろ
で
一
向
利
き
目
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
コ
ー
ラ
ン
に
お
い
て
は
ア
ッ
ラ
ー
は
ま
ず
何
に
も

ま
し
て
「
生
け
る
」
神
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
ア
ッ
ラ
ー
は

あ
た
か
も
人
々
の
目
前
に
あ
り
あ
り
と
見
え
る
か
の
如
く
描
か

れ
て
い
る
。〔
中
略
〕
彼
は
人
間
が
善
い
事
を
す
れ
ば
喜
ん
で
こ

れ
を
愛
し
、
悪
い
事
を
す
れ
ば
烈
火
の
如
く
怒
る
。
一
口
に
い

え
ば
極
め
て
人
間
的
な
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
的
な

神
は
空
一
杯
に
ひ
ろ
が
る
大
き
な
玉
座
に
ど
っ
か
り
と
腰
を
下
ろ

し
て
い
る
」（
井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
』
中
央
公
論
社
、

一
九
九
一
、二
〇
頁
）。

（
20
）
鏡
島
寛
之
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。

（
21
）
同
上
書
、
三
一
―
三
七
頁
。

（
22
）
同
上
書
、
三
七
―
四
七
頁
。

（
23
）
同
上
書
、
三
六
頁
。

（
24
）
同
上
書
、
四
六
頁
。

（
25
）
同
上
書
、
四
六
頁
。

（
26
）
同
上
書
、
五
〇
―
五
一
頁
。

（
27
）
大
久
保
幸
次
「
序
」
回
敎
圏
研
究
所
編
、
前
掲
書
、
一
頁
。

（
28
） 

鏡
島
は
、
当
時
の
日
本
人
が
理
解
で
き
る
よ
う
「
歸
依
、
衆
生
、

済
度
、
無
明
、
法
難
、
善
根
、
功
徳
、
三
昧
、
忍
辱
、
破
邪
顕
正
、

勤
行
、
甚
深
微
妙
、
布
施
、
戒
律
、
題
目
、
唱
名
念
誦
、
二
諦
、

極
楽
、
浄
土
、
解
脱
、
本
堂
、
内
陣
、
本
山
、
煩
悩
、
精
進
、
一

如
平
等
、
如
法
、
教
行
信
證
」
な
ど
の
仏
教
用
語
を
使
っ
て
イ
ス

ラ
ム
教
を
解
説
し
て
い
る
。

（
29
）
東
隆
眞
、
前
掲
書
、
一
八
五
頁
。

（
30
）
飯
山
陽
『
イ
ス
ラ
ム
教
の
論
理
』
新
潮
社
、
二
〇
一
九
、九
頁
。

（
31
）
同
上
書
、
一
一
三
頁
。

（
32
） 

大
島
直
政
『
イ
ス
ラ
ム
か
ら
の
発
想
』
講
談
社
、一
九
八
一
、一
八
六
頁
。

（
33
）
同
上
書
、
一
八
五
頁
。

（
34
）
同
上
書
、
一
九
〇
頁
。

（
35
）
同
上
書
、
一
八
二
―
一
八
三
頁
。

（
36
）
同
上
書
、
一
五
九
頁
。

（
37
）
同
上
書
、
一
五
九
頁
。

（
38
）
同
上
書
、
一
五
九
頁
。

（
39
）
同
上
書
、
八
頁
。

（
40
）
加
賀
谷
寛
『
イ
ス
ラ
ム
思
想
』
大
阪
書
籍
、
一
九
八
六
、一
三
頁
。

（
41
）
同
上
書
、
一
三
頁
。
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（
42
）
同
上
書
、
二
〇
頁
。

（
43
）
同
上
書
、
二
〇
頁
。

（
44
）
同
上
書
、
四
一
頁
。

（
45
）
同
上
書
、
二
〇
頁
。

（
46
）
同
上
書
、
四
二
頁
。

（
47
）
保
坂
俊
司
『
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
日
本
の
対
話
』

北
樹
出
版
、
二
〇
〇
四
、一
一
〇
―
一
一
一
頁
。

（
48
）
同
上
書
、
一
〇
七
頁
。

（
49
）
同
上
書
、
一
二
三
頁
。

（
50
）
同
上
書
、
一
二
二
―
一
二
三
頁
。

（
51
）
同
上
書
、
一
二
三
頁
。

（
52
）
同
上
書
、
一
一
一
頁
。

（
53
）
一
九
九
一
年
七
月
、
筑
波
大
学
准
教
授
五
十
嵐
一
氏
が
大
学
構
内

で
殺
害
さ
れ
た
事
件
は
、
未
解
決
事
件
の
た
め
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
犯
行
と
断
定
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
五
十
嵐
氏
が
サ
ル
マ
ン
・

ル
シ
ュ
デ
ィ
の
『
悪
魔
の
詩
』（
新
泉
社
、
一
九
九
〇
）
の
邦
訳

を
出
版
し
た
直
後
で
あ
り
、
喉
が
切
ら
れ
た
「
イ
ス
ラ
ム
式
の

「
処
刑
」
だ
っ
た
」
こ
と
か
ら
、
報
道
関
係
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の

犯
行
と
見
做
し
た
。
二
〇
〇
六
年
七
月
、
時
効
が
成
立
し
て
い
る
。

w
w
w
.dailyshincho.jp/article/2019/04291100/

（
54
）
一
日
五
回
の
礼
拝
や
食
物
規
定
、
婚
姻
制
度
、
埋
葬
方
法
等
の
様

式
の
相
違
。
塩
尻
和
子
『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
人
間
観
・
世
界
観
』
筑

波
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
、二
―
二
三
頁
を
参
照
。

（
55
）
保
坂
俊
司
、
前
掲
書
、
一
二
八
頁
。

（
56
）
同
上
書
、
一
三
九
頁
。

（
57
）
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
、
間
瀬
啓
允
訳
『
宗
教
的
多
元
主
義
―
宗

教
理
解
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
―
』
法
蔵
館
、
一
九
九
四
、六
五

頁
。John H

ick, P
roblem

s of R
eligious P

luralism
, 

M
acm

illan press Ltd, London, 1985, p.31

．

（
58
）
同
上
書
、
六
五
頁
。
原
著
、
三
一
頁
。

（
59
）
東
隆
眞
、
前
掲
書
、
一
七
五
頁
。

（
60
）
水
谷
周
『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
善
と
悪
』
平
凡
社
、二
〇
一
二
、三
六
頁
。

（
61
）
中
村
元
『
慈
悲
』
講
談
社
、
二
〇
一
〇
、五
四
頁
。

（
62
）「
ア
ッ
ラ
ー
は
、
導
い
て
や
ろ
う
と
お
思
い
に
な
る
者
が
あ
れ
ば
、

そ
の
人
の
胸
を
拡
げ
て
回
教
を
（
受
け
容
れ
）
や
す
く
な
し
給
う
。

〔
中
略
〕
ア
ッ
ラ
ー
は
信
仰
を
受
け
容
れ
ぬ
者
ど
も
に
は
重
い
罪

を
加
え
給
う
」
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
上
）』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
、
第
六
七
刷
、
二
三
二
頁
。

（
63
）
同
上
書
、
一
一
頁
。

（
64
）
同
上
書
、
八
六
頁
。

（
65
）『
コ
ー
ラ
ン
』
第
一
七
章
七
二
節
「
こ
の
世
で
盲
目
だ
っ
た
者
は

来
世
に
お
い
て
も
盲
目
」
と
あ
る
と
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、

す
べ
て
の
死
者
は
生
前
と
同
一
人
物
と
し
て
来
世
に
蘇
る
。
そ
の

際
に
生
前
の
肉
体
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
埋
葬
は
、
航
海
中

の
水
葬
は
や
む
を
え
な
い
が
、原
則
土
葬
で
あ
る
。
火
葬
は
、『
コ
ー

ラ
ン
』
に
「
ま
こ
と
、
我
ら
の
神
兆
を
信
じ
な
い
よ
う
な
者
ど
も
、

そ
う
い
う
者
ど
も
は
い
ま
に
燃
え
さ
か
る
火
に
焼
い
て
く
れ
よ
う

ぞ
」（
傍
線
は
筆
者
挿
入
）
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宗
教

的
大
罪
人
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
但
し
『
コ
ー
ラ
ン
』
に
て
自
殺

を
禁
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
者
に
は
葬
儀
は
行
な
わ
な
い
。
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イ
ス
ラ
ム
教
の
復
活
は
、
生
れ
変
わ
り
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
別

の
世
界
へ
の
再
生
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
輪
廻
転
生
」
は
想
定
さ

れ
て
い
な
い
。
塩
尻
和
子
、
前
掲
書
、
六
―
一
三
頁
。

（
66
）「
人
々
あ
た
か
も
飛
び
散
る
蛾
の
ご
と
く
散
ら
さ
れ
る
」
井
筒
俊
彦

訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
下
）』
前
掲
書
、
三
〇
〇
頁
。

（
67
）
イ
ス
ラ
ム
教
の
天
国
と
地
獄
、
他
界
観
は
、
藤
原
聖
子
『
三
大
宗

教　

天
国
・
地
獄 Q

U
E
ST

』（
大
正
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
）

を
参
照
。

（
68
）
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
天
使
に
よ
り
生
前
の
信
仰

や
行
為
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
復
活
の
日
、
各
人
に
記
録
さ
れ
た

「
帳
簿
」
が
手
渡
さ
れ
、
そ
れ
が
目
の
前
で
開
け
ら
れ
、
そ
れ
を

基
に
「
秤
」
で
善
悪
が
計
ら
れ
、そ
の
結
果
に
よ
り
天
国
か
地
獄
か
、

行
き
先
が
決
定
す
る
。
中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ム　

思
想
と
歴
史
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
、一
八
頁
。

（
69
）
神
学
上
、
罪
人
で
あ
る
が
信
仰
者
で
も
あ
る
た
め
、
中
間
の
立
場

に
あ
る
と
い
う
意
味
。
塩
尻
和
子
、
前
掲
書
、
五
四
頁
。

（
70
）
シ
ャ
リ
ー
ア=

イ
ス
ラ
ム
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
保
坂

俊
司
『
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
宗
教
と
情
報
―
文
明
と
祖
型
と
宗
教
』

北
樹
出
版
、
二
〇
一
八
、五
三
頁
。

（
71
）小
田
淑
子「
罪
の
つ
ぐ
な
い
と
懺
悔
に
つ
い
て
」大
法
輪
編
集
部『
仏

教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
・
神
道
ど
こ
が
違
う
か
』
大
法

輪
閣
、
一
九
九
六
、九
八
―
九
九
頁
。

（
72
）
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
上
）』
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
。
偶
像

崇
拝
の
禁
止
か
ら
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
描
く
こ
と
も
原
則

禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
小
原
克
博
『
一
神
教
と
は
何
か
』
平
凡
社
、

二
〇
一
八
、九
四
頁
。

（
73
）
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
上
）』
前
掲
書
、
七
七
頁
。

（
74
）
同
上
書
、
三
〇
五
頁
。

（
75
）
同
上
書
、
三
〇
一
頁
。

（
76
）
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
世
界
で
最
も
厳
格
な
一
神
教
を
奉
じ
、
偶
像
崇

拝
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
。
塩
尻
和
子
『
イ
ス
ラ
ー
ム
を
学
ぼ
う
』

秋
山
書
店
、
二
〇
〇
七
、九
四
頁
。

（
77
）
藤
原
聖
子
、
前
掲
書
、
一
四
八
頁
。

（
78
）
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
他
神
や
多
神
、
偶
像
を
崇
拝
す
る
者
を
不
信

心
者
＝
カ
ー
フ
ィ
ル
（
最
悪
の
罪
）
と
呼
ぶ
。
保
坂
俊
司
『「
格

差
拡
大
」
と
イ
ス
ラ
ム
教
』
前
掲
書
、
七
六
―
七
七
頁
。

（
79
）
町
田
宗
鳳
は
、
中
世
社
会
で
使
用
さ
れ
た
「
邪
教
徒
」
を
、
現
代

で
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
「
非
イ
ス
ラ
ム
圏
の
人
間
」
の
こ
と
を
こ

の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
に
「
私
は
び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る
。
町
田
宗
鳳
『
人
類
は
「
宗
教
」
に
勝
て
る
の
か
』
日

本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
七
、五
五
頁
。

（
80
）
た
と
え
ば
『
コ
ー
ラ
ン
』
第
五
章
三
八
―
三
九
節
に
て
、
盗
み
を

行
な
っ
た
者
へ
の
罰
（
両
手
切
断
）
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
者
が

「
悪
い
こ
と
を
し
た
後
で
も
、
立
派
に
改
悛
し
て
、
そ
の
償
い
を

す
る
者
に
は
、
ア
ッ
ラ
ー
も
（
赦
し
の
）
御
顔
を
向
け
て
下
さ
ろ

う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
（
上
）』
前
掲
書
、

一
八
二
頁
。

（
81
）「
ま
こ
と
、
我
ら
の
神
兆
を
信
じ
な
い
よ
う
な
者
ど
も
、
そ
う
い
う

者
ど
も
は
い
ま
に
燃
え
さ
か
る
火
に
焼
い
て
く
れ
よ
う
ぞ
。
皮
膚

が
す
っ
か
り
焼
け
て
し
ま
っ
た
ら
、
何
遍
で
も
新
し
い
の
と
取
り
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換
え
て
、
天
罰
を
じ
っ
く
り
味
わ
わ
せ
て
や
る
ぞ
」
井
筒
俊
彦
訳

『
コ
ー
ラ
ン
（
上
）』
前
掲
書
、
一
四
二
頁
。

（
82
）
小
田
淑
子
、
前
掲
書
、
九
八
頁
。

（
83
）
水
谷
周
、
前
掲
書
、
八
八
頁
。

（
84
）「
彼
こ
そ
は
汝
ら
を
泥
か
ら
創
造
し
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
期
限
を
決

め
て
下
さ
っ
た
お
方
。
汝
ら
の
も
め
ご
と
も
、
汝
ら
の
明
か
し
ご

と
も
、す
べ
て
御
存
知
」
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
上
）』
前
掲
書
、

二
〇
四
頁
。

（
85
）
中
村
廣
治
郎
、
前
掲
書
、
二
〇
頁
。

（
86
）
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
中
）』
前
掲
書
、一
一
四
―
一
一
五
頁
。

鏡
島
は
こ
れ
を
「
定
命
觀
」
と
説
い
た
。
鏡
島
寛
之
、
前
掲
書
、

三
六
頁
。

（
87
）
中
村
廣
治
郎
、
前
掲
書
、
二
二
頁
。

（
88
）「
人
が
死
ぬ
時
、
そ
の
魂
は
み
な
ア
ッ
ラ
ー
の
み
も
と
に
召
さ
れ
て

い
く
」
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
下
）』
前
掲
書
、
六
二
頁
。

（
89
）
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
上
）』
前
掲
書
、
一
一
頁
。

（
90
）
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
下
）』
前
掲
書
、
六
四
頁
。

（
91
）
中
村
廣
治
郎
、
前
掲
書
、
一
三
頁
。

（
92
）
袴
谷
憲
昭
『
日
本
仏
教
文
化
史
』
大
蔵
出
版
、二
〇
〇
五
、四
五
頁
。

（
93
）
中
村
元
、
前
掲
書
、
二
四
五
頁
。 

（
94
）
金
子
大
栄
校
注
『
歎
異
抄
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
、四
八
頁
。

（
95
）
中
村
元
、
前
掲
書
、
一
九
三
頁
。

（
96
）
金
子
大
栄
校
注
、
前
掲
書
、
四
五
頁
。

（
97
）
中
村
元
、
前
掲
書
、
二
〇
二
頁
。

（
98
）
同
上
書
、
二
〇
二
頁
。

（
99
）
金
子
大
栄
校
注
、
前
掲
書
、
四
一
頁
。

（
100
）
親
鸞
聖
人
全
集
刊
行
会
編
『
親
鸞
聖
人
全
集
第
二
巻
』
法
蔵
館
、

一
九
六
九
、二
〇
九
頁
。

（
101
）
中
村
元
、
前
掲
書
、
二
六
八
頁
。

（
102
）
金
子
大
栄
校
注
、
前
掲
書
、
七
四
頁
。

（
103
）「
衆
生
を
摂
取
（
お
さ
め
と
り
）
し
て
捨
て
ず
」
同
上
書
、四
〇
頁
。

（
104
）
法
蔵
菩
薩
は
長
い
修
行
を
重
ね
た
末
に
、
つ
い
に
四
十
八
願
の
誓

願
を
成
就
し
て
、
十
劫
以
前
に
阿
弥
陀
仏
に
成
っ
た
。
中
村
元
・

早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
註
『
浄
土
三
部
経
〈
上
〉』
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
、一
五
七
頁
。

（
105
）
西
田
幾
多
郎
、
監
修
上
田
閑
照
／
編
集
大
橋
良
介･

野
家
啓

一
『
西
田
哲
学
選
集
第
三
巻｢

宗
教
哲
学｣

論
文
集
』
燈
影
舎
、

一
九
九
八
、四
二
一
頁
。

（
106
）
星
野
元
豊
・
石
田
充
之
・
家
永
三
郎
校
注
『
日
本
思
想
大
系
十
一

　

親
鸞
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
、一
一
八
頁
。

（
107
）
中
村
元
、
前
掲
書
、
一
七
二
頁
。

（
108
）
金
子
大
栄
校
注
、
前
掲
書
、
四
一
頁
。

（
109
）
古
田
和
弘
『
涅
槃
経
―
「
わ
た
し
」
と
は
何
か
―
』
真
宗
大
谷
派

宗
務
所
出
版
部
、
二
〇
〇
八
、四
九
頁
。

（
110
）
ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
、
柴
田
史
子
訳
『
世
界
宗
教
史
４
』
筑

摩
書
房
、
二
〇
〇
九
、三
一
頁
。

（
111
）
草
木
国
土
の
仏
性
の
有
無
に
関
し
て
、
石
上
善
應
は
「
有
仏
性
と

見
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
平
成
七
年
度
科
学

研
究
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
石
上
善
應
「
仏
教
の
根
本
理
念

の
普
遍
性
と
現
代
」
石
上
善
應
編
『
仏
教
の
現
代
的
意
義
に
関
す
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る
基
礎
的
研
究
』
大
正
大
学
、
一
九
九
六
、八
頁
。

（
112
）
三
枝
充
悳
『
仏
教
入
門
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
、八
頁
。

（
113
）
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
上
）』
前
掲
書
、
九
二
―
九
三
頁
。

（
114
）
東
隆
眞
、
前
掲
書
、
一
八
五
頁
。

（
115
）
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
上
）』
前
掲
書
、
八
六
頁
。

（
116
）
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
下
）』
前
掲
書
、
二
六
一
頁
。

（
117
）
井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
（
上
）』
前
掲
書
一
七
五
頁
。

（
118
）
イ
ス
ラ
ム
教
の
「
ウ
ラ
マ
ー
」
を
聖
職
者
と
解
す
る
研
究
者
が

い
る
が
、
そ
れ
は
聖
職
者
で
は
な
く
「
学
者
」
を
指
す
。
眞
田

芳
憲
『
日
本
人
の
た
め
の
イ
ス
ラ
ー
ム
入
門
』
佼
成
出
版
社
、

二
〇
〇
五
、七
四
頁
。

（
119
）
氣
多
雅
子
「
宗
教
の
多
元
的
状
況
と
仏
教
」
芦
名
定
道
編

著
『
多
元
的
世
界
に
お
け
る
寛
容
と
公
共
性
』
晃
洋
書
房
、

二
〇
〇
七
、一
三
頁
。

（
120
）
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
近
代
西
洋
文
明
圏
に
属
す
る
日
本
社
会
と
は
異

な
る
政
教
一
致
社
会
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ス
ラ
ム
教
へ
の
理

解
に
は「
根
本
的
な
発
想
の
転
換
」が
必
要
と
な
る
。
保
坂
俊
司『
イ

ス
ラ
ー
ム
と
の
対
話
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
、
ii
頁

（
121
）
同
上
書
、
i
頁

（
122
）
宗
教
間
対
話
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、「
参
加
す
る
人
び
と
の
あ

い
だ
に
、
彼
ら
を
包
む
よ
う
な
一
つ
の
共
通
な
意
味
空
間
が
つ

く
り
だ
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
共
通
の
意
味
空
間
は

最
初
か
ら
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
互
い
に
語
り

合
う
と
い
う
そ
の
過
程
で
自
ず
か
ら
現
わ
れ
で
て
く
る
も
の
と

い
っ
た
方
が
よ
い
」。
田
丸
徳
善
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
―
諸
宗
教
の
対

立
・
共
存
と
宗
教
研
究
の
役
割
」
田
丸
徳
善
・
星
川
啓
慈
・
山
梨

有
希
子
『
神
々
の
和
解
―
二
一
世
紀
の
宗
教
間
対
話
』
春
秋
社
、

二
〇
〇
〇
、二
一
〇
頁
。 

（
123
）
大
澤
真
幸
は
、「
人
々
が
共
存
し
、
共
同
体
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、

最
小
限
の
規
模
が
―
つ
ま
り
善
や
正
義
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
判

断
が
―
共
有
さ
れ
、
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。
大
澤
真
幸『
文
明
の
内
な
る
衝
突
』日
本
放
送
出
版
協
会
、

二
〇
〇
二
、二
三
一
頁
。

（
124
）
永
尾
教
昭
「
他
者
と
対
話
す
る
と
は
何
か
―
平
和
な
社
会
の
実
現

を
目
指
し
て
―
」
世
界
宗
教
者
平
和
会
議
日
本
委
員
会
編
『
平
和

の
た
め
の
宗
教
―
対
話
と
協
力
』
第
12
号
、
世
界
宗
教
者
平
和
会

議
日
本
委
員
会
研
究
所
、
二
〇
一
九
、三
三
頁
。

（
125
）
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、「
民
族
と
言
語
が
共
通
し

て
い
て
も
宗
教
が
違
う
と
人
び
と
は
た
が
い
に
殺
し
あ
う
場

合
が
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト

ン
、
鈴
木
主
税
訳
『
文
明
の
衝
突
と
21
世
紀
の
日
本
』
集
英
社
、

二
〇
〇
〇
、一
〇
九
頁
。




